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資 料 編

１．北広島町の取組

ここでは、本町がこれまでに取り組んできたゼロカーボンタウンの実現に向けて取り組ん

できた事業の主なものを紹介します。
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２．事業者アンケートの設問と結果

本計画に先立って町内事業者を対象にしたアンケート調査を行いました。ここではその結

果とアンケート項目は以下のとおりです。
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令和４年１０月吉日 

 

各  位 

 

北広島町 町民課    

商工観光課 

 

 

「カーボンニュートラルに対する企業意識に関するアンケート調査」のお願い 

 

 

北広島町では、地球温暖化対策として 2050 年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロ（カー

ボンニュートラル）を目指す「北広島町ゼロカーボンタウン」を宣言し、現在、実現に向けた計画

づくりを行っています。 

この計画では、住民、事業者等と協同して、温室効果ガス（CO２）排出量を減らし、再生可能

エネルギーの導入、温室効果ガスを吸収する森林の適正管理を行い、エネルギーを地産地消す

ることを目標にしています。その中で、カーボンニュートラルの実現に向けて、町内事業者の皆

さまの取組を支援する施策も検討したいと考えております。 

つきましては、貴社における現在のご意向や課題、取組状況をお聞きしたいと思いますので、

業務ご多忙の中、お手数をおかけしますが、別紙アンケート調査へのご協力をお願いします。 

また、ご回答内容について追加で質問させていただく場合がありますので、あらかじめご了

承ください。 

なお、ご回答いただいたアンケートは上述した計画策定の検討資料として使用し、結果は、回

答者や企業が特定されないよう統計的に処理したのちに公開いたします。 

 

〇回答方法  アンケート用紙を返信用封筒にて郵送いただくか、右の

QR コ ー ド を 読 み 込 ん で ご 回 答 く だ さ い 。 

https://forms.gle/SH5pMGozmGeF9Ydw7 

 

〇回答期限  令和 ４年 10 月 21 日（金） までにご回答をお願いします。 

 

〇郵送先・担当  〒７３１－1595 北広島町有田１２３４番地 

           北広島町町民課環境管理係行 （担当：新中、出廣） 

 

○連 絡 先  T E L： 050－５８１２－１８５４  

  F A X： ０８２６－７２－５２４２ 

  メール： kankyo@town.kitahiroshima.lg.jp 
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カーボンニュートラルに対する企業意識に関するアンケート調査 

 

1. 貴事業所についてお伺いします。                                                          

Q１．ご回答者について、以下の事項にご記入ください。 

事業所名                             

回答者氏名  

所   属  役   職  

電話番号  

メールアドレス  

 

Ｑ２. 貴事業所の業種（主たる業種）について、あてはまるもの一つを選択してください。 

□建設業 □製造業 □情報通信業 □運輸業 □卸売業 □小売業 □不動産、物品賃貸業  

□学術研究・専門・技術サービス □宿泊業 ☐飲食業 □生活関連サービス、娯楽業   

□教育、学習支援業 □医療・福祉業 □その他サービス業  

 

Ｑ３. 貴事業所の全社従業員数について、あてはまるもの一つを選択してください。 

□1～5人 □６～２０人 □21～50人 □51～100人 □101～300人 □300人超 

 

2. カーボンニュートラルに向けた取組への意識についてお伺いします。                            

Ｑ４. 自社がカーボンニュートラルに取り組みたいと思いますか。 

□積極的に取り組みたい □社会情勢や他社の動向をみて取り組みたい  

□あまり取り組む必要がない □全く取り組む必要はない □わからない  

 

（Q4 で「積極的に取り組みたい」、「社会情勢や他社の動向をみて取り組みたい」と回答した方にお尋ね

します） 

Q５． カーボンニュートラルに取り組むことで自社の経営（事業運営）にどのようなメリットがあると思

いますか。重要と思うものを３つまで選択してください。 

□企業の社会的責任（CSR）  □SDGs・ESG（環境・社会・ガバナンス）への対応 

□政府・自治体等の行政方針への対応  □企業・製品イメージ・ブランド力の向上 

□取引先の増加（又は取引継続）  □ビジネスチャンス（自社技術活用など）の拡大 

□光熱費などエネルギー費用の削減  □製品などの生産性の向上 

□採用活動で有利に働くことへの期待  □わからない 

□その他 

 

（Q4 で「あまり取り組む必要がない」、「全く取り組む必要はない」、「わからない」と回答した方にお尋ね

します） 

Q６． カーボンニュートラルへの取り組みが必要でないと思う主な理由を教えてください。（１つ） 

□現在の製品・サービスが提供できない  □製造設備や方法を変える必要がある 

□コスト負担が大きい  □専門知識やノウハウの不足 

□経営的な優先順位が低い  □対応できる人材の不足 

□何をすべきかわからない  □自社の活動が環境に与える影響が小さい  

□その他 
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３．現在の経営（事業運営）上の課題と取組についてお伺いします。                        

Q７． 現在、どのような事柄が経営（事業運営）上の課題だと認識していますか。重要と思うものを３つ

まで選択してください。 

□環境配慮（CO2 排出削減等）への取組     □人員不足・後継者不足 

□電気代・燃料費（エネルギーコスト）の高騰   □自然災害への対応（業務継続計画（BCP）など） 

□原材料調達コストの上昇 □原材料の安定的な調達 

□施設・設備の老朽化     □廃棄物の処分 

□新たな事業転換への対応     □特に課題はない 

□その他                  

 

 

Q８． 課題解決に向けて取組を行っていますか 

□取り組んでいる（予定含む）  □時期未定だが取り組みたい  □取り組む予定がない 

□わからない 

 

Q９． 課題解決に向けた取組について、あてはまる項目を選択してください。今後、取り組む予定がな

い項目は空白としてください。 

 現在の取組 今後、実施

予定の取組 

今後、検討し

たい取組 

① 自社のエネルギー使用量の把握 □ □ □ 

② 省エネ・温室効果ガスに関する目標の設定 □ □ □ 

③ 省エネ活動（省エネ・冷暖房の使用電力等削減） □ □ □ 

④ 生産設備の省エネ設備への切替 □ □ □ 

⑤ 環境負荷の少ない原材料や部品の利用 □ □ □ 

⑥ 新電力会社等への切替 □ □ □ 

⑦ 再生可能エネルギー由来の電力（太陽光、木質バイ

オマス、小水力、バイオガス発電等）の導入 
□ □ □ 

⑧ 再生可能エネルギー由来の熱（太陽熱、地中熱、木

質バイオマス（バイオガス）ボイラー等）の導入 
□ □ □ 

⑨ 蓄電池の導入 □ □ □ 

⑩ ハイブリッド車、電気自動車などの導入 □ □ □ 

⑪ 社用車の削減・シェアリング □ □ □ 

⑫ 廃棄物の減量・再資源化 □ □ □ 

⑬ 環境配慮型の製品・サービスの開発・販売 □ □ □ 

⑭ Ｊクレジット制度への参加 □ □ □ 

その他 （具体的な取組を記入してください） 
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４．エネルギー（電気・熱等）の使用状況や今後の意向についてお伺いします。                  

Q10． 現在のひと月の標準的なエネルギー費用を教えてください。大まかな数字で結構です。 

 主な使用機器（該当するものに☑） 費用（ひと月） 

電  気 □空調 □照明 □給湯 □産業用機械 円 

ガ  ス □空調 □給湯 □産業用機械 □車両 円 

重  油 □産業用機械 □給湯 円 

灯  油 □空調 □空調 □産業用機械 円 

ガソリン □車両 円 

軽  油 □車両 円 

その他 具体的に記入（                         ） 円 

 

Q11． 今後、太陽光や小水力、木質バイオマス、バイオガスなど、北広島町内で再生可能エネルギーを

活用したエネルギー供給事業（地域新電力事業等）をおこなった場合の意向を教えてください。 

 関 わ り た

い 

関わりたく

ない 

わからな

い 

事業の運営・経営（出資等） □ □ □ 

再生可能エネルギー設備用地（太陽光等）の提供 □ □ □ 

再生可能エネルギー燃料（木質やバイオガス原料等）の供給 □ □ □ 

再生可能エネルギー（電力）の購入 □ □ □ 

再生可能エネルギー（熱）の購入 □ □ □ 

 

５．行政に期待することについてお伺いします。                                    

Q1２.  課題の解決に向けて行政機関（国、県及び町）に期待することは何ですか。重要と思うものを３

つまで選択してください。 

□省エネ設備等の導入支援             □再生可能エネルギー設備（蓄電池含む）の導入支援 

□電気自動車（充電設備含む）の導入支援    □税制優遇制度 

□情報提供（セミナーや HP での情報発信）   □省エネ、再生可能エネルギー導入等の相談窓口 

□企業活動への表彰・認証制度           ☐電力小売事業や再エネ事業への参入支援 

□省エネ、再生可能エネルギー導入時の補助金申請支援      □特に求める支援策はない 

□その他 

      

         

Q１３． カーボンニュートラルに係る御社の取組みや国・県等支援策等の情報交換をさせていただく機

会をいただきたいと思いますが、ご対応していただけますか？ 

□対応可能   □対応できない  

※対応していただける場合は、個別に役場担当者からご連絡いたします 

質問は以上です。

ご協力ありがとうございました。 
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３．現状すう勢における温室効果ガス排出量の将来推計（第３章第４節（２））

現状すう勢における温室効果ガス排出量の推計は、以下の算定式により実施しました。

温室効果ガス排出量は主に「活動量」「エネルギー消費原単位」「排出係数」の３つの要素を

掛け合わせた結果となっています。現状すう勢における排出量の算定にあたっては、「活動量」

は将来の町の動向に基づいて増減することとし、「エネルギー消費原単位」と「排出係数」は

直近の値のまま変わらないと想定しました。すなわち、現状すう勢とは追加的な地球温暖化

対策を実施しなかった場合を意味します。

現状すう勢における将来の温室効果ガス排出量

＝ 活動量 × エネルギー消費原単位 × 排出係数

変化すると想定 現状と同じと想定 現状と同じと想定

表１．将来排出量の推計の想定

活動量
指標

基準年度
（２０１３）

現況年度
（２０１９）

将来推計
（２０３０）

将来の活動量の推計方法 将来の活動量の傾向

製造業
製造品
出荷額
（円）

11,441,311 14,454,415 14,981,480
中長期の経済財政に関する試算
（令和４年７月）の実質GDP予測
（ベースラインケース）（内閣府）

過去の増減に明確な傾向が見られず、国の
経済成長にあわせて微増する

建設業 人口※

（人）
19,788 18,523 16,497 過去の増減傾向

過去から減少傾向がみられるため、町内人
口の減少とともに事業主や従業員数も減少
し、排出量も減少すると考えられる。

農林水産
業

人口※

（人）
19,788 18,523 16,497 過去の増減傾向

過去から減少傾向がみられるため、町内人
口の減少とともに農業従事者数も減少し、
排出量も減少すると考えられる。

人口※

（人）
19,788 18,523 16,497 過去の増減傾向

過去の傾向から人口の減少傾向がみられる
ため、世帯数も減少し、排出量も減少すると
考えられる。

人口※

（人）
19,788 18,523 16,497 過去の増減傾向

過去から減少傾向がみられるため、町内人
口の減少とともに事業主や従業員数も減少
し、排出量も減少すると考えられる。

運輸 自動車 人口※

（人）
19,788 18,523 16,497 過去の増減傾向

過去から減少傾向がみられるため、町内人
口の減少とともに自動車台数も減少し、排
出量も減少すると考えられる。

人口※

（人）
19,788 18,523 16,497 過去の増減傾向

過去から増加傾向がみられるが、町内人口
の減少とともに廃棄物量も減少し、排出量
は減少すると考えられる。

ガス・部門

産業

家庭

廃棄物

業務

※　子どもを産み育てやすい環境づくりやずっと暮らし続けたいまちづくりを町全体で取り組むことを前提とし、「北広島町人口ビジョン」（平成27年10月）をもとに、国立社会保障・人口問題研究所
の推計値から積み増して推計しました。
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４．国施策と連動した省エネ等の取組による削減量の算定（第３章第４節（３）②）

国施策と連動した取組による町域の温室効果ガス削減量は「地球温暖化対策計画における

対策の削減量の根拠」（環境省、2016）に基づき、以下のとおり算出しました。

町域における温室効果ガス削減ポテンシャル

＝ 国の削減量 × 町域の活動量指標 ÷ 国の活動量指標

表２．国と連動した排出削減の取組

国の削減 国 町 町の削減

見込量 活動量 活動量 見込量

万t-CO2 t-CO2

産業用照明の導入 293.1 105,000,000 台 10,000 279.1

低炭素工業炉の導入 806.9 19,100 台 3 1,267.40

産業用モータ・インバータの導入 761 65,670,000 台 3,000 347.6

高性能ボイラーの導入 468 95,700 台 10 488.9

コージェネレーションの導入 1,061 13,360,000 kW 2,000 1,588.30

施設園芸における省エネルギー設備の導入 155 170,000 台 100 911.8

省エネルギー農機の導入 1 190,000 台 100 4.2

燃料転換の推進 211 - - - 298.5

FEMSを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 200 24 % - 282.9

建築物の省エネルギー化（新築） 1,010 100 % - 1,428.70

建築物の省エネルギー化（改修） 355 57 % - 502.2

再生可能エネルギー電気の利用拡大 20,670 - - - 23391.76

再生可能エネルギー熱の利用拡大 3,618 - - - 4094.4

業務用給湯機の導入 141 1,240,000 台 50 56.9

高効率照明の導入 672 320,000,000 台 30,000 630

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 920 - - - 1,301.40

ＢＥＭＳの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施 644 48 % - 911

再生可能エネルギー電気の利用拡大 20,670 - - - 2923.97

再生可能エネルギー熱の利用拡大 3,618 - - - 511.8

住宅の省エネルギー化（新築） 620 100 % - 877

住宅の省エネルギー化（改修） 223 30 % - 315.5

高効率給湯機の導入 898 49,400,000 台 5,000 908.9

高効率照明の導入 651 460,000,000 台 50,000 707.6

トップランナー制度等による機器の省エネルギー性能向上 476 - - - 672.9

ＨＥＭＳ、スマートメーターを利用した徹底的なエネルギー管理の実施 569 49,410,000 台 5,000 575.9

再生可能エネルギー電気の利用拡大 20,670 - - - 2923.97

再生可能エネルギー熱の利用拡大 3,618 - - - 511.8

次世代自動車の普及、燃費改善 2,674 50-70 % - 3,782.60

環境に配慮した自動車使用等の促進による自動車運送事業等のグリーン化 101 860,000 台 10 11.7

公共交通機関の利用促進 162 - - - 229.2

自転車の利用促進 28 20 % - 39.6

エコドライブ 659 60 % - 932.2

カーシェアリング 192 3 % - 271.6

トラック輸送の効率化 1,180 - - - 1,669.20

バイオマスプラスチック類の普及 209 1,970,000 t - 295.7

廃プラスチックのリサイクルの促進 640 2,780,000 t - 905.3

廃油のリサイクルの促進 70 716,000 L - 99

合計 56951

廃棄物

産業

業務

運輸

家庭

部門 対策項目 単位
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５．町が追加的に実施する取組による削減量の算定（第３章第４節（３）②）

国施策と連動した取組に加えて、町が追加的に実施する再生可能エネルギー設備の導入等

の踏み込んだ取組と削減量は、以下のとおり算定しました。

表３．町の排出削減の取組

町の削減 想定CO2削減量の達成

見込量 に必要な対策量の目安

t-CO2

再生可能エネルギー電気の利用拡大 3552
太陽光発電：6000kW
木質バイオマス発電：
1,000kW

再生可能エネルギー電気の利用拡大 2942
太陽光発電：1950ｋW
小水力発電：1420kW

住宅の省エネルギー化（改修） 2.4 25 件

高効率給湯機の導入 67.5 135 件

高効率照明の導入 48.1 135 件

コジェネレーションの導入 33.3 25 件

高効率空調の導入 38.5 135 件

太陽熱温水器 128.2 135 件

再生可能エネルギー電気の利用拡大 878.1 1350 kW

再生可能エネルギー熱の利用拡大（木質バイオマスストーブ・ボ
イラー）

938 140 台

次世代自動車の普及、燃費改善 37.5 14 台

合計 8665

対策項目 単位
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６．森林吸収による削減量の算定（第３章第４節（３）③）

町内民有林における二酸化炭素吸収量は、林務関係行政資料（広島県）をもとに樹種ごとに

年間成長量を算出し、必要な係数を乗じて算出しました。

表４．森林吸収量の算定

2012～2021 年度（10 年間）における平均の年間二酸化炭素吸収量

2020～2021 年度における年間二酸化炭素吸収量

スギ ヒノキ マツ 針葉樹他 広葉樹 合計
人工林のみ 16,242 132,680 7,646 119 2,225 158,912
天然林のみ 771 0 23,203 -95 44,696 68,574
全民有林 17,013 132,680 30,848 24 46,921 227,485

スギ ヒノキ マツ 針葉樹他 広葉樹 合計
人工林のみ 10,323 102,612 5,991 205 605 119,737
天然林のみ 89 0 28,479 5 31,296 59,869
全民有林 10,411 102,612 34,471 211 31,900 179,606
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７．再生可能エネルギーポテンシャル（第３章第５節（３）③）

環境省が公表している「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」から、北広島

町における水力発電及び風力発電のポテンシャルマップを抜粋しました。
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８．用語集

地球温暖化対策に関する用語を解説しています。区域施策編の策定・実施にあたって分からな

い用語がある場合は参照してください。ただし、ここでは区域施策編に初めて触れる方のため

に、分かりやすい言葉に置き換えて書いております。厳密な定義や詳細等については、環境省や

関連省庁のホームページや、専門書籍等を確認してください。

ア行

➢ エネルギー起源CO2

化石燃料の燃焼や化石燃料を燃焼して得られる電気・熱の使用に伴って排出されるCO2。我

が国の温室効果ガス排出量の大部分（9割弱）を占めています。一方、「セメントの生産にお

ける石灰石の焼成」や、市町村の事務・事業関連では「ごみ中の廃プラスチック類の燃焼」な

どにより排出されるCO2は、非エネルギー起源CO2と呼ばれます。

➢ 温室効果ガス

大気中に拡散された温室効果をもたらす物質。とりわけ産業革命以降、代表的な温室効果ガ

スであるCO2やCH4のほか、フロン類などは人為的な活動により大気中の濃度が増加の傾向にあ

ります。地球温暖化対策推進法では、CO2、CH4、N2Oに加えてハイドロフルオロカーボン

（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の7種

類が区域施策編の対象とする温室効果ガスとして定められています。

➢ 温室効果ガス総排出量

地球温暖化対策推進法第2条第5項にて、「温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法

により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数（温室効果ガスである物質ご

とに地球の温暖化をもたらす程度のCO2に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に

認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。）を乗じて得た量の合計量」と

される温室効果ガス総排出量のことです。

➢ オフセット

排出される温室効果ガスの排出をまずできるだけ削減するように努力をした上で、削減が困

難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等を購入す

ること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等によ

り、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいいます。
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カ行

➢ 活動量

一定期間における生産量、使用量、焼却量など、排出活動の規模を表す指標のことです。地

球温暖化対策の推進に関する施行令（平成11年政令第143号）第3条第1項に基づき、活動量の

指標が定められています。

具体的には、燃料の使用に伴うCO2の排出量を算定する場合、ガソリン、灯油などの燃料使

用量[L、m3など]が活動量になります。また、一般廃棄物の焼却に伴うCO2の排出量を算定する

場合は、例えばプラスチックごみ焼却量[t]が活動量になります。

➢ 吸収源

森林等の土地利用において、人為的な管理活動、施業活動等により、植物の成長や枯死・伐

採による損失、土壌中の炭素量が変化し、CO2の吸収や排出が発生することを指します。

➢ 現状すう勢BAU（Business As Usual）

今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス排出量を指します。

BAUケースの排出量を推計することで、「将来の見通しを踏まえた計画目標の設定」や「より

将来の削減に寄与する部門・分野別の対策・施策の立案」を行うことができます。

➢ カーボンニュートラル

CO2をはじめとする温室効果ガス排出量を、実質ゼロにすること。排出削減を進めるととも

に、排出量から、森林などによる吸収量をオフセット(埋め合わせ)することなどにより達成を

目指す。

➢ 環境配慮型建築物

建築物の建設から解体までのすべての段階において、エネルギー消費量を低減し、地球温暖

化を引き起こす化石燃料由来の二酸化炭素を極力出さない等、環境に配慮して設計された建築

物をいいます。

➢ 環境マネジメントシステム

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、

環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管

理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組み

を環境マネジメントシステムといいます。

➢ COOL CHOICE（クールチョイス）

政府が推進している、CO₂などの温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会づくりに

貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」など、日々の

生活の中で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組のことです。
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➢ クレジット

クレジットとは、再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の良い機器の導入もしくは植

林や間伐等の森林管理により実現できた温室効果ガスの排出量の削減・吸収量を、決められた

方法に従って定量化（数値化）し、取引可能な形態にしたものです。

➢ 原単位

エネルギー使用量をエネルギーの使用と関係の深い量で除した値のことで、エネルギーの消

費効率を比較する際に利用されます。例えば、建物の原単位は、年間のエネルギー使用量を建

物の延べ床面積で除した単位延べ床面積当たりのエネルギー使用量[MJ/m2･年]となります。

➢ コージェネレーション

天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発

電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するシステムのことです。回収した廃熱は、工場にお

ける熱源や、家庭やオフィス、病院など生活の場における冷暖房、給湯設備などに利用するこ

とができます。

➢ コベネフィット

地球温暖化対策と同時に追求し得る便益のこと。コベネフィットの追及により、地球温暖化

対策の実施と同時に、地域の様々な行政課題の解決が期待されています。

サ行

➢ 再生可能エネルギー

法律※で「エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの」として、

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが規

定されています。これらは、資源を枯渇させずに繰り返し使え、発電時や熱利用時に地球温暖

化の原因となるCO2をほとんど排出しない優れたエネルギーです。

※ エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成

21年法律第72号）

➢ 再生可能エネルギーポテンシャル

再生可能エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮した上で

推計された、再生可能エネルギー資源量のことです。

➢ ３０１０（さんまるいちまる）運動

食品のロスを減らすための運動で、「宴会の開始から３０分と、閉宴１０分前には席に座っ

て食事を楽しみましょう」という取組です。

➢ 自家消費型太陽光発電

民間企業や地方公共団体、家庭等において、敷地内の屋根や駐車場に太陽光発電設備を設置

し、その電力を建物内で消費する方法のことです。
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➢ 省エネルギー診断

省エネルギーの専門家がエネルギー使用設備の状況等を現地調査し、設備の現状を把握す

るとともに、省エネルギーによるエネルギー消費の削減量等を試算する取組です。

➢ 政府実行計画

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について

定める計画のことです。2021年に改定された同計画では、2030年の温室効果ガス排出目標が

50％削減（2013年度比）に見直され、その目標達成に向け、太陽光発電の導入や新築建築物の

ZEB化等の様々な施策を率先して実行していくこととしています。

➢ CEMS（Community Energy Management System）

地域エネルギーマネジメントシステムのこと。オフィスビルや商業施設を対象としたBEMS、

工場などの産業施設を対象としたFEMS、各家庭を対象としたHEMSによって、ビルや工場、家庭

での各エネルギー需給を最適化し、CEMSにより地域のエネルギーを総合的に管理することを目

的としたシステムです。

➢ ゼロカーボンアクション

政府が、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、衣食住・移動・買い物など日常生活

におけるアクションとそのアクションによるメリットをまとめたものです。

➢ ゼロカーボンドライブ

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力（再エネ電力）と電気自動車

(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)を活用した、走行時のCO2排出

量がゼロのドライブのことです。

➢ ゼロカーボンタウン（シティ）

カーボン・ニュートラルと同義で、2050年までに二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効

果ガス排出量を、実質ゼロにする自治体のこと

タ行

➢ 大規模排出事業者（特定事業者）

事業者全体のエネルギー使用量が省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律）で

定められた基準以上であることから、省エネ法に基づいて、特定事業者又は特定連鎖化事業者

として指定された事業者のことです。当該事業者は、エネルギー使用状況等の定期報告書を提

出する義務等が課せられます。

➢ 地域エネルギー会社

地方公共団体の戦略的な参画・関与の下でエネルギーの供給や小売電気事業を営み、得られ

る収益等を活用して地域の課題解決に取り組む事業者のことです。
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➢ 地球温暖化係数

CO2を基準にして、ほかの温室効果ガスがどれだけ温暖化させる能力を持つかを表した数字

のことです。CO2に比べCH4は約25倍、N2Oは約298倍、フロン類は数百〜数千倍の温暖化させる

能力があるとされています。

➢ 地球温暖化対策計画

地球温暖化対策推進法第8条に基づき、政府が地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を

図るために策定する計画で、「パリ協定」や「日本の約束草案」を踏まえて策定されました。

ナ行

➢ ナッジ（英語 nudge）

「そっと後押しする」という意味で、行動科学の知見の活用により、人々が自分自身にとっ

てより良い選択を自活的に取れるように手助けをする政策手法です。環境省では、節電やエコ

ドライブ、環境配慮型製品の購入や宅配便の再配達防止など、一人ひとりの行動が重要な役割

を担う二酸化炭素の排出削減について、効果的な行動変容の方策を確立して社会に実装する事

業を行っています。

➢ ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内

環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入するこ

とにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のことです。

➢ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）

先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑制や自然光・風などの積極的な活用、高効率な

設備システムの導入等により、エネルギー自立度を極力高め、年間のエネルギー消費量の収支

をゼロとすることを目指した建築物です。

ハ行

➢ 排出係数

温室効果ガスの排出量を算定する際に用いられる係数のことです。温室効果ガスの排出量

は、直接測定するのではなく、請求書や事務・事業に係る記録等で示されている「活動量」

（例えば、ガソリン、電気、ガスなどの使用量）に、「排出係数」を掛けて求めます。

排出係数は、地球温暖化対策推進法施行令で、定められています。

< https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual2.html>

➢ BAT（Best Available Technology）

利用可能な最良の技術、現実的に利用可能な最新のプロセス、施設、装置のことを指しま

す。

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual2.html
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➢ PPA方式

電事業者が発電した電力を特定の需要家等に供給する契約方式です。本マニュアルでは、事

業者が需要家の屋根や敷地に太陽光発電システムなどを無償で設置・運用して、発電した電気

は設置した事業者から需要家が購入し、その使用料をPPA 事業者に支払うビジネスモデル等を

想定しています。需要家の太陽光発電設備等の設置に要する初期費用がゼロとなる場合もある

など、需要家の負担軽減の観点でメリットがあるが、当該設備費用は電気使用料により支払う

ため、設備費用を負担しないわけではないことに留意が必要です。

➢ パリ協定

2015年12月にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議

（COP21）で採択された新たな国際的枠組みです。主要排出国を含む全ての国が削減目標を5年

ごとに提出・更新すること等が含まれています。

➢ FIT（Feed In Tariff＝固定価格買取）制度

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が

約束する制度です。電気料金が買い取る費用の一部は電気利用者全員から「賦課金」という形

で集めています。

➢ BEMS（Building Energy Management System）

建築物全体での徹底した省エネルギー・省CO2を促進するため、エネルギーの使用状況を表

示し、照明や空調等の機器・設備について、最適な運転の支援を行うビルのエネルギー管理シ

ステムを指します。

➢ FEMS（Facility Energy Management System）

産業施設エネルギーマネジメントシステムのこと。工場・プラント内で最適なエネルギー管

理が行われることが可能となるだけでなく、その周辺の地域レベルでのエネルギーの最適化も

促進されることが期待されています。

➢ VPP（Virtual Power Plant＝仮想発電所）

企業・自治体などが所有する発電設備、蓄電池、EVなど地域に分散しているエネルギーソー

スを相互につなぎ、情報通信技術を活用してコントロールすることで、まるで一つの発電所の

ように機能させる仕組みです。

マ行

➢ マイクログリッド

平常時は地域の再生エネルギー電源を有効活用しつつ、災害等による大規模停電時には自立

して電力を供給できるエネルギーシステムのことで、一定のエリア内でエネルギーの自給自足

を行う送配電の仕組みです。


